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一般社団法人投資信託協会の名称変更等に伴う「受託契約準則」等の一部改正について 

 

本所は、「受託契約準則」の一部改正を行い、２０２６年４月１日から（企業行動規範に

関する規則については、２０２６年５月２５日から）施行します。（詳細については規則改

正新旧対照表をご覧ください。）。 

今回の改正は、「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」と

の合併に伴い、その名称が変更となること、また、インサイダー取引規制違反を未然に防止

するための仕組みとして、２００９年５月より日本証券業協会が運営しているJ-IRISS

（Japan‒Insider Registration & Identification Support System）が、２０２６年５月 

２５日以降、運営を終了することに伴い、所要の改正を行うものです。 

 

Ⅱ．改正概要  

項 目 内 容 

１．一般社団法人投資信託協会

の名称変更に伴う見直し 

・「一般社団法人投資信託協会」の名称を「一般社団法

人資産運用業協会」に変更します。 

 

２．J-IRISSの運営終了に伴う見

直し 

・J-IRISSの運営終了に伴い､該当規定を削除します｡ 

（J-IRISS の運営終了に関する詳細につきましては､

2025 年６月 16 日に日本証券業協会から公表された

『「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の

一部改正について』を御参照ください。） 

 

 

Ⅲ．施行日 

  １．に関しては、２０２６年４月１日から施行します。 

  ２．に関しては、２０２６年５月２５日から施行します。 
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受託契約準則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（信用取引に係る委託保証金の有価証券によ

る代用） 

（信用取引に係る委託保証金の有価証券によ

る代用） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

２ 前項の有価証券の種類は次の各号に掲げ

るものとし、その差入れの際における代用価

格はその前日における時価（次項各号に掲げ

る有価証券については、当該各号に定める時

価をいう。以下この項及び第３４条第２項に

おいて同じ。）に当該各号に定める率を乗じ

て得た額を超えない額とする。 

２ 前項の有価証券の種類は次の各号に掲げ

るものとし、その差入れの際における代用価

格はその前日における時価（次項各号に掲げ

る有価証券については、当該各号に定める時

価をいう。以下この項及び第３４条第２項に

おいて同じ。）に当該各号に定める率を乗じ

て得た額を超えない額とする。 

（１）～（１２） （略） （１）～（１２） （略） 

（１３） 投資信託受益証券及び投資証券

（国内の金融商品取引所に上場されてい

るもの及び一般社団法人資産運用業協会

が前日の時価を発表するものに限る。） 

（１３） 投資信託受益証券及び投資証券

（国内の金融商品取引所に上場されてい

るもの及び一般社団法人投資信託協会が

前日の時価を発表するものに限る。） 

公社債投資信託の受益証券 １００分

の８５ 

公社債投資信託の受益証券 １００分

の８５ 

その他のもの １００分の８０ その他のもの １００分の８０ 

（１４） （略） （１４） （略） 

３ 有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価

証券の区分に従い、当該各号に定めるところ

による。 

３ 有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価

証券の区分に従い、当該各号に定めるところ

による。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 前項第１３号に規定する投資信託受

益証券及び投資証券のうち一般社団法人

資産運用業協会が前日の時価を発表する

もの 

一般社団法人資産運用業協会が発表す

る時価 

（２） 前項第１３号に規定する投資信託受

益証券及び投資証券のうち一般社団法人

投資信託協会が前日の時価を発表するも

の 

一般社団法人投資信託協会が発表する

時価 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 

  

  

付  則  

 この改正規定は、令和８年４月１日から

施行する。 
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企業行動規範に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（内部者取引等の未然防止に向けた体制整備） （内部者取引等の未然防止に向けた体制整備） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

（削る） ２ 上場会社は、前項に規定する体制の整備の

一環として、Ｊ－ＩＲＩＳＳ（日本証券業協

会が運営する内部者登録・照合システムをい

う。）への情報の登録を行うよう努めるもの

とする。 

  

付  則  

 この改正規定は、令和８年５月２５日か

ら施行する。 
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発行日決済取引の売買証拠金の代用有価証券に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（代用有価証券の種類及び代用価格） （代用有価証券の種類及び代用価格） 

第４条 売買証拠金の代用として差し入れる

ことができる有価証券の種類は、次の各号に

掲げるものとし、その差入れの際における代

用価格は、当該差入日の前々日（休業日に当

たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）に

おける時価（次項に定める時価をいう。以下

この項及び次条において同じ。）に当該各号

に掲げる率を乗じて得た額を超えない額と

する。 

第４条 売買証拠金の代用として差し入れる

ことができる有価証券の種類は、次の各号に

掲げるものとし、その差入れの際における代

用価格は、当該差入日の前々日（休業日に当

たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）に

おける時価（次項に定める時価をいう。以下

この項及び次条において同じ。）に当該各号

に掲げる率を乗じて得た額を超えない額と

する。 

（１）～（１０） （略） （１）～（１０） （略） 

（１１） 投資信託受益証券（投資信託の受

益証券をいう。以下同じ。）及び投資証券

（国内の金融商品取引所に上場されてい

るもの及び一般社団法人資産運用業協会

が前日（休業日に当たるときは、順次繰り

上げる。以下同じ。）の時価を発表するもの

に限る。） 

（１１） 投資信託受益証券（投資信託の受

益証券をいう。以下同じ。）及び投資証券

（国内の金融商品取引所に上場されてい

るもの及び一般社団法人投資信託協会が

前日（休業日に当たるときは、順次繰り上

げる。以下同じ。）の時価を発表するものに

限る。） 

公社債投資信託の受益証券 １００分

の８５ 

公社債投資信託の受益証券 １００分

の８５ 

その他のもの １００分の８０ その他のもの １００分の８０ 

２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分

に従い、当該各号に定めるところによる。 

２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分

に従い、当該各号に定めるところによる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 前項第１１号に規定する投資信託受

益証券及び投資証券のうち一般社団法人

資産運用業協会が前日の時価を発表する

もの 

一般社団法人資産運用業協会が発表す

る時価 

（２） 前項第１１号に規定する投資信託受

益証券及び投資証券のうち一般社団法人

投資信託協会が前日の時価を発表するも

の 

一般社団法人投資信託協会が発表する

時価 

（３） （略） （３） （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

  

付  則  

 この改正規定は、令和８年４月１日から

施行する。 
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